
議意見著書

平成れ年  8月108 
総務翁婿報流通行政潟

放送政策課御中

郵便議努 100-6150 

住所 議蓑善寺長品議案誌吾さす:511議 1場 
氏名 ISDB-Tマルチメディアフォーラム

議長語辞将 

r機幣立総来淘iすマルチメディア放送の実現!こ向けた純度整備に関する基本的方針{議)JIこ綴し、草草紙

のとおり議室~を提出します。



，ilIJ紙

「携緩ま語家向けマルチメディア放滋の実務に向けた時IJ!J:整織に織するま基本約方針(築)J (以下、方針(築)) Iこ織して、議，liiI，提出の機会をいただき、

爆〈御率し備し上げ家す。つ脅ましては、き話フォーラムの重量5誌を以下のどおり緩泌させていただき放すので、お取り計らいの緩怠しくお綴い申し上げま

す。� 

I員関� 具体約内容

2 無線局の免許I(3)開設計腕認定の審査

(開設計磁の


怒2主}に{凝る


制!J:I華鍛


[総務翁案]

③電波の蓄量率的な利用を者霊祭するための技綴

[書憲民]

ガードパンドを綴小にして電波の能率的な利用を確保し、ネットワーク設織のi墨書装化により簿業

リスク~下げ、 5是億総末の低廉化を濁って普及を促進するため、技術方式後 ISDB-Tmm ([) 1方

式にすることを希裂します。をまた、ビジネスの銭点からも単一で火祭なマーケットを賛成するた

め、一つの後続方式iこするこ.!::が妥当です。複数方式では、マーケットが線分化され、請をi迭する

コンテンツが議後するため、コンテンツ産幾全体がマーケットから得られる総収入が波少し、コ

ンテンツ流還促滋の阻害葬祭言語となり法す。一つの技術方式の下iニ単一布告義を形成することによ

り、関連慈義者のリソースも録。でそ雪、給果として経済への波及効集会て得られます。



3 委託放送業� (1)言委託して行わせる放送!こ [総務省薬]

務の認定� iこ 告患る男監波数 ②よ言S①の放送対象地域毎iこ指定することができる罪悪波数については、受続放送5をする然線

事事る事H霊祭 渇!こ係る免許方針、放送の多元殺の確保その4践の喜善Z薬会総会書きに謀議災したよで笈める二とと

議 ずる。

[君主見] 

~J当てられた事業者jこより‘単一マーケットが彩長誌で倉市織が主主3たずることを海E撃した畿語きて

を希釜します。

以上



総務省情報流遜行政局

放送政策課線中

意見警察

王手足立 21年 8}司78

郵便番号 102-0083

富論1 議議議字長品念論驚 1-8 
3ZiS3密画FM鷲議官謡選加盟

事章式会社こEフヱム北海運ま (FM北海道}

株式会役ヱフエム青森 (FM膏森)

株式会役ヱフヱム務手 (FM岩手}

株式会社エフコニム総会 (FM仙台)

株式会主主ヱフヱム秋医(FM数回)

株式会役ヱフヱムI.U形 (FMI.U彩〉

練習主会社エフヱム緩怠(ふくし議FM)

株式会社ヱフニEムE臣家 (TOKYOFM) 

株式会社ヱフヱム栃木 (FM栃木)

株式会社ヱフエムラジオ新潟 (FM新潟)

豪華予3ニフエム放滋総式会社 (FM幾重手}

静岡エフエム放送株式会役沢一 MIX)

富山エフエム放送株式会社 (FMとやお

株式会社エフエムお JII(FM石JlI)

稿弁エフエム放送株式会役 (FM繍井)

事事式会社ヱフエム愛知 (FMA1C出〉

級車工フごEム歓送株式会社(岐阜FM)

三重監エフエム放送株式会社 (FM~主笈)

株式会役ヱフエム滋賀 (FM語遺書室}

事象式会社エフヱム大量i(FM大阪)

株式会役?くiss-FM KOBE三(Kiss-FM 

KO隠E)

孝章式会社ヱフヱムI.U陰 (FM山陰)

器産I.Uエフエム放送株式会役 (FM筒山〉



広義語J:フヱム放送株式会社(広島FM)

株式会社J:フヱムW[J(FMW[J) 

株式会社二五フヱム香川{(FM香l!D

株式会社ヱフコEム愛媛(FM愛媛)

株式会社ヱフヱム徳島(FM害事選き〉

株式会役ヱフヱム務総(FM高知)

株式会社J:フエム諮問(FM福岡)� 

佐賀}(FMム佐賀:ε株式会社エフ

株式会社工フエム長崎(FM長崎)

株式会社エフヱム熊取(FM熊本}

株式会社ごEフヱム大分(FM大分〉

紙袋会社エフヱム宮崎(FM宮崎)

株式会社ヱフエム援護児島(FM鹿児島)

株式会役エフエム沖綴(FM沖縄)

{以上 37社共同}

全額FM放送協議会事務局

事務潟長夏最"長

『機事警端末向けマルチメディア放送の実現に向けた言語j俊建備に践する基本的

方針{幾)J に協し、総紙のとおり意見~擬出します。



.ilIJ紙� 

該当箇所

前:lt� 

1意見

①事業者の創意陶工夫そ喜善事事し、映像・音響・データ等の様々な僚級

を柔軟に組み合わせて ~f醤務ニーズに適合した多様で磁力的な

コンテンツ主主総供iきれる衿総みとする、との基本的考え方に害者間

するe

② 待湾や?語]主主義宝寺普綴喜ど� 5急事支iと華lJf話することによ事 {中喜善)従来iとは

ない新しい妻女王量殺義立の災き築会主主翼草寺される、 との考えは、持関や� j幾

波書主事詩域主ケ柔軟に産設み合わせる上で、周波数帯域を綴かく分苦手1Ji'"

ることなく大綴りで後}容で~ることが前提となるたぬ、これを簿

価する。� 

③ 	 (注)における「機株燐ヨ転向けマルチメディア放送」の湾総で、

対象とする受僚機について、いわゆる携帯電話だけを対象にする

のではなく、家裁主裂の事事動受イ首機も対象としているととが例昔日夜

れていることに後間寸る。また、いわゆるキッチンラジオのよう

な、ポータブfレ狽(待機型〉受信機も対象としているとどと緩解

する。

1 会事事毒性な3ぢ針� ① 受言苦・� 3委託愛女王義務:ij!貨のさ装F語;土、僚られ?とj認主主塁設を効主事長告に華IJ，認し、

かっ複数容が主主滋事審議呈蓄量供者として参入する枠絞みとして滋努

である。

②受託放送家芸提唱t~委託放送事業者の関係においては、後続放送務

業者にのみジスクな負わせるものではなく、マノレチメディア放送



全体の毒事業主主内滑に進燦ナるよう、エリア渓襲語、受f資機をま及のま態

議長状訟に応じて委託紋送料告と土開減さ守主るなど、受託放送務重量者に

も一定の役齢、ーだのリスクなあtらせるものとすべきである。 

③	 V'LOW幣?ルチメディア放送が新規サ…どスをfきめ十分発渓で


きる卒帯域、ニに pアを持つインブう?の構築会実現するためには、
 

NHKによる談徽筒、談後濁での光線的役若手jさと期待するものであ


る。更にソフト戦終夜としても、公共長女i涯の泉たすべき毛主審iを適


況に担うべきであると考える。


子 LOW 務?ルチメディア放送カl~農民の広いニーズに応えるため

公設さ放送繁多量者の主義IとJ1)には、「民開放送察業者の果たす毛愛護 

たす毛主事告'1Jの、附i々 がバランスを取って推遂ずることが本湾欠で

あると考えるため、 NHKが、長女送主主ダウンロ}ド宅事、新たに拡

張おれた機能も活用し、%導的殺害殺をもって新たな長女送サーピス

を鈍うような渉開の仕方に主総持する。

傍受託放滋事業者、言委託放送事業者ともに、受信機意普及への針闘が求


められているが‘会関向け、士患カブロックl均lす双方の受信機普及を鑑


みれば、今関導入されるマルチメディア放送会てが受縫可能な受信


機の事普及推進が最も主11*しい。 V~LOW.V-H!G付金対応受信機をき襲

準的な受信機として設定するなど、事業者慰々のインセンチィブを越

える受信機管及務援について、サービス受給者である箆震の利益を

考え国として殺り絡むことを要議する。

① 地 特 定 墓 地 絢 の百au霊主主び開設時期iこ柔軟イ性を持たせること iと|

賛成する。 I

2 
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②地カブロ�  yタ向け"'7 Jレチメディア放送では、主主去器対委員総主主{地方

ブロック)ごとに使用する周波数幅について、議室波有効利用の観

点から、技術基準の下で可能な限り大iきくすることを基本とし、

かっ、苦手ブロックに割り当てられる周波数闘は、ブロックごとの

市場伎な反映しメ日ハリをつけたものどすべきである。� 

5事滋f雲、特に� FMとの滋f言は、� FM放長表者葬多義母まが� V-l正)W帯マルチ

メディア放送事業に参入意向を持つため、委主{獲で街一的に事iJl析す

るのではなく、総玄還毒事のもと主主いのメジットにつながるよう総

合会告に辛苦阪できる余絡を残すべきである。

③技術主義空襲について、地方ブロックぬIt"'7ルチメディア放送を新し

い魅力あるメディアとして成立させるためには、最低でも� 3セグ

メントの帯域機係が必要である。 1 セグメント~複数総み合わせ

るより、周波数帯域を大括りで利用することから時間や周波数字書

絞殺よりま駐車主に利用できる� 3セグメント方式が実施できる技術

援織とずべきである。

附一纂制臨総蹴局駒悶一一の偲母怒礎関鐙叡及一期に口…つ叫� @⑤ ωL吋一い川叩、吋叩て切の一

一星察事t こ設定するので� iど=毒鉄長道滋室、自動車による受信環主義空襲織ま葬祭部盟主普i

iまえよく、それらの絡み合わせにより総会長きかっ幾重重量きな評濁基準と;

ずペ容である。� I 

3 



3委託放送業務1])認定に係7.J制度5菱総	 !①液凝の獄卒有議機で、放送対象地域が重なる簿上放送簿業者の;

政務 iこ喜迫感したことは滋切と考える。今後決定される r~絞の基

準j については、地上放送事業若手が、従道芸iこない議選庁的なサ…ど

スの議室係者として参入ナるのに制約とならないよう、後草案緩だけ

で湧主主ずるのではYなく、者干減憾とサ…ピス内容の荷重言で判断すべ

きである。

③幸害総え晃律t立、?ノレデメディア放送が新しいメディアであり、その

市場合新たに形成する必主要があるという位絡上、できるだけ態!日級

事とせず緩和することが望ましい。� 

③ 	 f新規コンテンツj の多芸撃の君事イ阪について、� f選考波j の隊味は、� 

E王手子の「主支えきチャンネノレj iz流れるコンテンツに対しての新鋭性

であると理解する。また、既存の放送コンテンツについても、十

分な付加綴鐙をつけて怒飲するものについては新鋭口ンテンツ

とみなナべきである。� 

③	 f:::lマーシヤjレやシ望ツピング著書綴J，r地域向けの僚級jといった特定

ジャンルの幸番組の多軍事については、チャンネん単位で偲別iこ災級す

ることなく、マルチメディア放送全体1])バランスkして総合約に見るベ� i 

j 	 肘 あ い た酬放送と拘送ゆても特定山崎

紛の多毒事について、義なるバランスの事j僚があるべ若?であるa

14その他 本方針{築)にて今後鎮定するとされる各種基準については、策定スケジ

ュールの務緩化を特援する。� 

iぷ"と� 

4 



~IJ級事襲ま主

書量見書

平成21匁 8月7B

総務省』情報漆運行政局

放送政策課録中 

郵便番号:105ぺ知 1

ぎ繋:緩議議議長峯議麟 4-4-7

議jit長うーえ長会最 EJL 7瀦

館営:註OO~À ~主主 iもささj十議議官益、
単操縦吉正三

『携帯主義末肉 lナマルチメディア放遣をのき起現に向 Iすた毒事IlJj援整備に隠する J基本的方

針(案)J (こ語還し、別紙のとおり滋兇を提出します。

;定 1 法人又はE遺体にあっては、その s軍事及び代表者の氏名を記載すること。 

ii2 用紙の火殺さは、日本工芸義規絡 A列 4番とすること。~Ij総{こはページ号番号を

言E裁ずること。)



5JIJ紋様式

全体� 

3、委託主主i議案務の認定iこ係る制度霊童緩� 

(2)認定の審査� 

士患上テレビジ三ン放送の3宅金デジタル化に伴い利用可能となる繍波数を

用いて実現を濁る新たな放送に向けたこの斜度整備擦は、王手足立20年7月に取

りまためられた「携帯ま露五位向けマルチメディア放送サービス軍事の在り方に

語毒する懇談会j殺後書の提言君!こ沿って、映像・望号響宥データ毒事の綴々な惰

:殺を柔軟に緩み合わせた、新しい放送望書絡の実現が可能となるような枠組

みたなっており、機ね護憲成できるα

また、この方針案が後の通信・放送の総会約な法{本来によって大きな変� 

l 更を求められることの無いよう、整会性iこは十分配慮いただきたい。

主主主主ブロック!郎す放送の音量託放送重量務に参入する放送要事業者の炊事支審宝まにあ

たってl立、省令!こ造基づいて� 2003年以来爽湾化試験放送において、技術議事準や新

しいサービスの開発、主義重量で実綴安積み3重ねてきた放送喜葬祭殺の実緩、煮詰まを

;評循環罰に入れるべきと考えるe 

1 



3. rその他の事項J

マルチメディア放送は放送の務衿!こ票日り公共の緩後!こ撃まずる f主主滋j メディ

アとして位置付けられ、発展する ζ とが野菜であり、本絡まま多数O)~是儀後で放

送が:fl:f設可能となるような号車j度釜鎌を英語草寺"'tる。

混在、東京、大阪で実施しているデジタルラジ耳?の災沼化試験放言患の5華僑総

米は 200万台に達しており、受信者保護の銭高設から、スムースに f土色1'.iブロ

ック向!す放送j の本放送に移行できるよう‘伽Ij~ま3整備を策定するよう寺島援する α

なお、制度整備など諸事情により、本放送開始時織がJl!;びるようであれば、そ

れに応じ、 7CHの実用化試験放送の期隠を怒祭ずるなど、受儀者保護jこ十分

配慮した施策を望む。

様準規格 (8T D)や運用規定(TR)の検討にiふ 2003年以来およそ 6年

にわたって実績を積み震ねてきている「デジタルラジオJ~後期化獄験紋送の蓄

積、ノウハウ等も十分活用すべきである&考える。 

2 



霊草紙様式

意莞書

平成ゑ  1若手 8 .Fl1013

総務省情報流通行政潟

放送致業課鈎1!fJ

郵便番号:105-8002 

(ふりがな〉みなとくは訟を主っちょう

住所:東京都港区浜総盟11-31 

{ふりがな〉ぜんこくれんら〈治ょうずかい

氏名:デジタルラジオ会慰道義務協議会

ブロック草寺君事会代表襲撃幸運算 応対 王監広

〈事詩文化放送 級事豪華ミデジタル毒事祭局長〉

「携帯端末肉{ナマルチメディア放送の実現に向けた制度整備に関サ~護憲本約

方針(案)J tこ闘し、別紙のどおり窓見を提出します。

注 1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記織すること。

注2 用紙の大きさは、限公工業緩格 A~J4番とすること。JlIJ紙にはページ議

号を記載すること。



}lIJ級機式

該当箇所 意見� i 

平成� 23年7関線上テレビジ言ン放送の完全デジタル{ヒに伴い格輸となる:

潟波数を照いて実現後図る新たな放送にr.J1すす二本制度整備業i立、平成� 20年� 7月iこ

取りまとめられた「携務意義来掲げマルチメディア放送サービス害事の在り方iこ鑓する

懇談会J報告書撃の提言!こ沿って、理長像� 音響‘データ寄撃の様々なf警報を祭軟に組みz

合わせた、新しい放送番組の爽蕩が可能となるような枠組みとなっており、綴ね祭

成できる。
全体� 

"1-



都道室成果によっては、全車禁事の影響で寺置さきな数のき寺主主義主議長患者t畿霊童しなければな

(イ〉放送対象地域内の各都道府県において.. . らず‘高豊富の投資が必華をとなる。者葬祭性を援なうような役懇えよ墓地F号室主置を求める

ウ室長選‘寝言語筆書撃により後毒患者が・現・� 

3 委託放送業務の認定に係る制度察官襲

(1)委託して行わせる放送!こ係る周波数

②・・・放送対象地域ごとに� E ・園周波数・・・

ような喜基準とならないよう華喜怒ずる。� 

l 携帯端来や車載裂の移動立端末を主な対象とする本放送においては、鉄道、自動

車事者撃により視聴者が移動した場合iこも受信できる獲携を幾倫ずることは必要な事

;ではあるが‘地方ブロック肉iすマルチメディア放送ではブロックごとの事業性やま患

;樹齢認車、一勧縦割如、地域iこおした鱗とすることを要望する。;

地方ブロック;却す放送!こ言違いで放送の多元役を務係Tるためには、あらゆる可

能性愛排除しない周波数の緩震が襲ましいと考える。

的認定の審変 	 地方ブロック向け械に闘して…定の配慮がなされている点は評価できるが‘� ! 
①表還の自由の家事事	 メディア環境の変化iこ応じた、より一層の「表現の自織の旗手n患者喜Jの緩和を期待

イ地方ブロックtRJlす放送iこ奇襲る委託放送業務 する。� 

j 僻にわた倒閣され、信 頼 さ れ て き た 腕 縦 縦 の 錦 織 メ ヂ ィ (

⑤新規コンテンツのおめる都合	 ア普及の一助となる&考えられることから、新規と童話存コンテンツを柔軟に綴完走マ� j

きることが望ましい。

広告放送によるビジネスモデルにおいては、コマ…シャルやショッピング害時総

⑤いわゆるコマーシャルやショッピング餐組毒事のお	 ば事業牲を左右するものであり、また、制度!こよりその若手j合安規定するこたは放混在

める寄j会 ;毒事業者の委総編集の議総!こ係わるものであることから‘できる綬り事業者のEl約

戦費者にゆだねるべきであると考える。� 

-2-



蹴向け輔の翻総ど番組内容を鍛皮はり慨するこヰ瓦孟~1!f0) 1
@・ 2 ・その地域!匂 iすの，~高級(伊~ :ニュース、"‘' 守番級編集の!3E詰jこ係わるものであることから、できる絞り事業殺の蕗主的判断にゆ:

だねるべきであるた考える。

穂取者iこ長年親しまれているアナログラジオ放送をヂジ~ Jl-ラジオで聴くこと

③その他全~主主滋又は地方ブロック肉け放送金俸と!ができることにより、ヂジ ~Jl-受信装置のま警入意欲が高まり、爆期の普及 iこ資する

して0)11存期普及のために必裂となる務療等 |と考える。したがって、アナログラジオ放送のサイマル放送を行なうことが不利に;

It亙わ，;j1，ないような制度とすることが必築と考える。� I

放送メディアiまNHKと民放の二元体制による軍事議琢擦が、そのき警護室、普及の

療効力となってきた。こうした綬史的経緯iこ倣えば、地方ブロック掲げ放混在の普及、
その他� 

発援には� NHfくの参入が必婆不可欠である。したがって、� NHKの参入について制

約を緩怠泣い蜘l惑をとすることが望ましい。� 

-3 




携帯主総米向けマルチメディア放滋の実現に向けた制度誕生備に関する基本的方針

(鶏)について

立E京都渋谷区渋谷1-)7 -7<itlii1婦人会主lHI被

特定非常利騒動法人 JI(京都地主義綿入団体連銀

生活環境部倒的，Jri: 飛田 思想子

りだ えりこ

主主祭につき決して位、平成� 19年� 11 Jl26誌に喜葬儀疲れた� fサーどス等の

あり� >>1こ関十る懇談会jにおいて治絞殺・生活者の:iL翁からブレゼンテーシ剖

ン若i::<"HI"ていただいた者として、ま謀本的には意をお汲み敬暫下さった内容であ

り賛成いたします。なお着予お闘いしたいこともどぽい淡すので、下記により

私の窓凡な申し述べます。

記� 

L 1古義体的な11告を� (3)詰普段草案費告に誉議たっての込日転手ねな湾;t}j

の:文家主Fで� f寝室主主のこ為山3ぐに渡合した鑓3金なj次i若井;1盛大阪に努2えして公共の

縦紘の増進に3需がるようい・・� J，l:jji)格端末向� 1;マルチメディア放送のJ5向他

殺明示されたことはな後世帯い。� 

2. 	 話線級主曜の免許{開設計1i唱の書事後)に係る� III!J度事主総� (3)事現役努僚の認定め寺母校

の文宝豊中の� r.‘上記事長議f:!援を行うものとする.Jの後iこ今後さらえまる科書泌がu
ま込まれるま長泌尽に益基し、炊の道芸号泌さ草していただきたい令� 

fなお特定3kf患罪惑の波紋iと滋1とっては‘湾辺の話連善意4と守り治療法i主との合・草生� 

jとする。'1買si(形成会図ることを

3. 	 3~寄託Jð13去築務の認定に係-õ !lIIJ m:y佐官~a (2)認定の務被

の①~⑫はいずれの筏� 1'1も不可欠である。幅広い-If.f¥，;に及ぶ混聴者へ、告をの

的iいサーピλが主盤iまれた ~Jt然有者によって持統的に総告を怒れるようー公平かっ?災

後1;，量級3まをお軽量いしたも、@については� lm:t善意患の燃機たどが参考察j}1Jになる惨
母警の葬語交の聖書ゑについては、ミ器i総ヰ苦の新たなまミ殺はもとよ号安全性� eニエニパ

ーサルデザインの後J拡繍総統1致事まへの吾ef設などが攻められる� a 



}]U紙様式

総務議情報波透行政局

放送政策課御中

窓~書

平成21年8月10B

，ラ合ょうとみなと〈ろっ緩んず るつ採ゐぎひるずもりた;， - 恥 い

住所東3京都港区六本*6-10-1 六本木とJl-ズ森タワー 33階

合、J怒し舎がいしゃ 老い

株式会社J-WAVE P持

ど<~っ しゃ紛でい..'"いはっけん含需給うか U

氏名独立FM1 5牧メディア開発研究会膝
ざちょう

袋小笠
おがさわら

潔徹
とおも

『携帯主灘五位向けマルチメディア放送の実現に向けた鋭皮懇備に関する義本的方針

(案)J Iこ箆し、}]Jj紙のとおり笈~を提出しをます。

なお、 「独立F M1 5社メディア開発研究会j の余儀鱗足立i二ついては以下のとお

りです。

く独立F M1 5社メディア開発研究会会員構成(綴不問)>

株式会社ヱフヱム・ノムスウェーブ 新潟県民ヱフヱム放送株式会社

株式会社ヱフエムナックファイブ 株式会事土ベイエフヱム

エフエムインターウコEーブ株式会社 横浜ヱフヱム放送株式会社

株式会社ヱフヱム官富士 株式会社ZIP-FM

愛知閤際放送株式会社 総式会社エフエム京都

株式会社� FM802 関西インターメディア株式会社

株式会役CROSS FM  株式会社九純国際エフヱム

株式会社J-WAVE 以上、会 15社

く陵長> 小主主原 徹{孝章式会社J-WAVE代表取絡役社主義)� 

1 




別級

該当官事所 意Ji

会般 本芸誌に慕本的!こ賛成します。

ただし、委託放送量産務の認定の草審査項協のうち、放霊長番組編然iニ濁わる玉置聞は、

比較審査にのみ適用する撃が滋滋であると若宮えます。

今後の制度整織にさ語たって、再度意Ji安陳べる機会が得られるようご配慮をお思議

い致し淡すむ

また、携帯端3位向 iすマルチメディア放送の発議室と、受後殺備のZ手綴官普及の実務と

いう観点から、 NHKの妓事警告告な支援、および放送サーピスへの寄与安芸書待し

す。 

j なお、参入車告議調査に対応するため必要がありますので、以下の点についてご回

!答をお瀕い致し Eます。 

2 



意見警察

平滅的年� 8月� 313

総務省情報流退行革駐渇

放送致策課 御中

郵便番号:141-0031 

、� {ふりがな)とうきょうとしながわ〈にしごたんだ えすでいあいCたゐだ
L

後続.東京都品川区西五反問� 7-13-6SDI五反図ピル� 7F

(ふりがな)から事わしゅんじろう

氏名(注1):唐津俊二郎

所縁関体名:宇土図法人日本ケーブルテレビ逮翠

「携慾端末向Iすマルチメディア放送の実現に向けた毒事度整備に隠する基本的方針〈議)JIこ関

し、罪IJ紙のとおり滋箆を提出します。

主主1記長人又は間体!こまるっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。

注2 湾総の大岩聖書 l立、I3 Jドヱ芸能線絡A~J4番とすること。)JIJ豪まにはページ番号を言記載すること。 

1 



該当鋳所� 1 意見等� 

2 然線局の免許{務設計画の認定〉に係る制度獲備 rア全箆向け放送iニ係る纂準」では F 開設計画の認定の臼から 5年以内 lこ、~鴎で

のf設手持カバーネが百分の九十以ょになるように特定墓地潟を箆援すること Q Jならびに� 

(3)糊街頭の認定の審査� Irイ地方ブロック向け放送に係る基準JではF開設計溜の認笈の白からお年以内{こ、各放

送対象絵域に割り当てる潟波数手軽減纏や響楽性等を踏まえ定める蛍務カバ一帯患の基準

∞特定義総局の院議及び開設時期� iを満たすよう特定墓地局を恕援すること。� Jとの記載があります。

その特定義地局からの電波が使用する周波数は� 207.5-222MHzと� 90-10BMHzの

いわゆる� VHF帯域の地ムアナログ放送車事後であり、その電波のケーブルテレビ施設や

共同受信施設への飛込みによる混儀薦書の絞れがあります。そのため、特定基地局の

議潟については十分に考慮されるようにお願い数します。� 

j毘縫障害の恐れについては、特!こ、� f地上デジタル放送の1持活用のぞEり方と事普及!こ向

けて行政の果たすべき役割J(情報通信審議会平成� 16年諮問第� 8喜善策� s次中問答

申)にあり演すケーブルテレビ局に対するデジアナ変換や競存の共聴施設に対して、特

定墓地局の設霞場所やそのi都議出力によって多大の地域iこ影響を与える懸念があり家

す。，これらの問題が生じた場合、無線局設鐙の受託放送家業者に特定墓地局の設議

場所の潟速な情報提供やさ話該基地烏出カの滅表、送信ピ…ムの認主義などを要務又は

!鋭意きできるような会議体等の仕組み作りのご検討頼います。

'*た、特定基地局の管理や=f渉により既存の視聴澄織に障害が起きた場合の対策 i
〈愛関の補償毒事〉など、今後の剰反整備において考慮されたくお願い致し家す。!� 

2 




意思議書

平成  21年 7，Fl31B

総務省情報流遅行政局

放送政策課 程線中

郵便番号 101-0061 

住所東京都千代田区三崎町  1-3-12

水道機ピル 9階

〈ふ唱がな)ざいだんiまうじん にほん Lょうひしゃ者ょうかい

氏名財閥法人 居本消費者協会

広報部三浦伎子  

f携格端末向 iすマルチメディア放送の実現iこ向けた伽j皮警護織に関する器本的

方針{案)Jに関し、完IJ紙のとおり慾5誌を提出します。

主主 1 法人又i玄関体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。

注 2 用紙の大をきさは、 a本こ広言権規格 A夢IJ4喬とすること。買IJ紙にはページ番

吾号を記載すること。



話lj紙様式

管業主規笥言寄� ご意見� 

3 委託放送業務のE想定;こ後~骨jfJ度主監修 f主勝手持端末fli]It'"<Jレチメディア放送の制度菱重備に薄弱する基本約方針(然;Jにつ

(2) 言主主主の寺李登 いて、{汚点か;意見を述べたいど思い設す。

委託京女i義主義務の総定iこさ芸たっては、以下の事項t:基本

としつつ、主主i迭の普及及び健全な発達を潟~観点から潟 i 求ず、「いわゆるショッピンクゃ務組Jについては、現在地上放送や衡占星放送にお

係法令に基づく務査を干すうこととし、各放送対委主主主主義lこい、て然予言に多く放送されています。この淡な縁組主主妻子きで、凡でいる方もいらっし

おいてお定することができる周波数が不足する場合に� iやるでしょう。いやなら?隠せiまよいのですが、ただ然;滋識に幸毒薬設を?つけている方

法比車交務ままを行うこととする。� Iもいらっしゃる在感います。好むと好家ざるとにかかわらず、浴淡により徐綴が

絞れてくるというのは、感覚的には、華民んでもいないのにセールスγ ンが家の中

②;幾多建計画の者鹿実性 まで術品をアピーノレしにきていることと同じであり、|不総務数誘J的Yなところも

③金関東文送又j立会議方ブロック向け主主送金体としての事李 あると，絞ってい淡すc また、このような番総に関するトラブノレも増加後i殺がある

総の多寝室伎の確保 と認識していまナ。

定住効果的な災祭主支 i差など\公共の緩き止の書留進に資ナ~放 三kた、すノレチメディア放送(J)使用する潟波数i立、今まさに私たちが協力じて扱

長設の確保 |し淡めている地上デジタルテレザジョン放送の発会移行の後、はじゐて使えるこ

@新主義コンテンツの占める苦手j合� iとのできるj電話主義主で行うものです。ショッピング幸駐車乱は事業殺にとって信者かるの

⑤いわゆるコマ…シヤノレやショッピング番組毒事の占め!かもしれませんがもこのように苦労して空けた周波数ぷショッピング委総ばかり� 1

る割合 !鮎めるようでみれば、地上ダジタルテレビジ器ン放送に移行する玄義はないと 1

⑦主主人番組理事資少竿iと有害な彩慾を与えるおそれのあ 忍います。後波は公共伎の高いものであ号、よって、「シ冨ツピング議駐車註等(J)総合|

る徐総の手ぎ安審 |について審査すみj ことが必要だと考えます。� 

| 鯨締約製作取引の腕性の鱗等 のた めの 具体

約な言十寝耳� | 次に、� f成人番組理事青少年iと有害な影響を与えるおそれのある誉総Jについてで� I 
L一一一-…一ω-一一一-一一欄-一一一…畑即時一ーー



@j恨人e際事院のも思言葉のための主主体的な計璽 す。マルチメデ、イプ放送は、一人一人の視聴者が、携帯官義務毒事iとより、いつでも

⑬き是{読ま交を議の主幹綴害警2えのためのよ主体的な計調 どこでも放滋安受殺することが可能となるものと考えられ淡す。これまでの家の

③主1tl::IJブ時ツクi似す放送については、各放送対象地滅に� iやで主義滋していた形態と異な号、メディアジテラシ…が議だ不十分な管少年主主、

おいて、その会喪主義i似?の僚級{綴:ニュース、天気予 i保護者の滋の長室かないところで、このような務総省ど主翼線ずることには、疑隠を感

幸語、� i重量義3i::i議後事謀、警完全も済事菱、� rn主情報等}のおめる� iじまナ'.r議長淡のr3sちJIJ)名の下、符でちあちというような事審議員は受け入れられな

割合� iいふ慾い渓す。� f綴号事tlJで、はなく� f規律jを三重んじていただき、よ笈なコンテンツ

③与をの総会際放五詮)0立地方ブ、口アク向け放送金体とし� IGう撃を僚会求めます。

てのE手織級品えのために必重きとなる事項 等

最後に、?ノレチメディア放送には携帯窓認響楽緩急古参入会専有・渓していると認識

していづれここで、加入している携議電話事業者によゥて、受信できるマルチ

メディア放送の番純が限定されるようなととはあってはならないと思います。各

主隊機管段昔話の繍米へのサービスの加入があるかないかによって受俗できるマルチメ

ディア放滋の幸毒劇に濃いがあることなど、視聴者を闘いiみかような形態を認めな

い仕綴みや響楽老若の取り組みを期待します。

以上



総見書

2009年 8月 7臼

総務省情事設流通義行政局

主主主悲運支策課 事時中 

字 10令 8543 

i 't主拍毒主亙己品援長総禁議守卒とi

臼豆本宇つプfレスセンタ一ピノルレ 7潜

娃畠器丈も涼語謡存藷 3芸E誌官品ぜう3

委員長矢変説鉢議 

f撃事務総オ支給iHjマルチメディア主主主去の実現にぬけた儀Ull!:撚綴に協する基本的方針繍 )Jに

関し、 jjiJ紙のとおち窓JiI，投機t討します e 

デ簡葬送、皇室J;ヂ



来氏}� 

2009伴� 8 Jl7日� 

Ij:務総端末向It-"ノレチメディア絞滋の実現iζ肉けたillを度盤僚に関する基本約方針(案)J

に立すする日本新院議協会メディア関ヲ草委員会の3蓄え

笹本新聞協会メう戸、イア開発害毒気妥誌は、今般総務省主主示した� It持者事端末� [-1け"'<Jレチメディ

ア放送の災褒に向けた制度整鋳iこ関する基本的方針(衆)J !こ関じて、ド記のZ室長色会最長ベる。

主封書委員会は 1 宮 85者三めi鐙f首自由化以降、情報の密滋~主流通を支えるインフラの校号 ti

阪民生活や援護多義芸事綾のみならず、 言論幽君愛芸誌の白白にもかかまつるとの徽点から、議客室露

公社時代に手蓄積した蓄を緩;を基盤として強大なおさ議文語dカを有する� NTTのイtflJカ;こつい て、w

電気通然を党議事の提供というヌド来業務者と主義主免ずる行為は長女に渓むべきでみるとお繍してきた。

治上テレピ貴女王去の完全デジタルイとによって約f喜子苦言告となる資重な滞在主語没者を用いた主議機端

末肉11"'<ノレチメディア数送;主、友女王監と還f言語主義議会した新しいサービスの安全容どんによ号、豊か

で多様な僚級社会を実淡ずるものとして綴持されている。

}符般送がドj手警に一波及し、設主主主多様なi育事義惑と下手受するには、参入事3義務関の公定な紛争

条件全線事長し、自iE-マ開放された意義者意で事業主宮発燥することが肝要である。特殊法人でお

るN'Iマおよび� NTT算定貿易“地域会詮はもとより、これら� 3社の子会社や鑓遼会社が間放送芸評

議定に参入する主義合 i士、/:l:I~誌の従事 jj も合めて節度まうる対応が求められる。

以上
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「携事務総末向けす Aチメディア放送の災現に向けた総皮整備に関する

霊長本的方針(綴)Jに)(;j-する;窓見について

1.名称・代表者の氏名・主たる害義務所の所畿地および巡終担当著者氏名等

社自主去人 汚水民間放送連盟


会長広瀬滋貞 
  

TI02-8577 


東主主都千代間区紀尾井町 3-23
 

2.意見につきましては、文書のほか、国心釘的…broadc削減sournu.go・.1Pゐて、霊祭

子メ}ノレでもお送りいたし設すり



平成  2 1益軒 8 月

(社〉 日本主主総数送漆盟 

f携手芸立援米f如 T"Jレチメディア放送の爽漢に向けた叡tlL支援緩に穏する

基本的方針{然)JIこ対する意兇

携干帯端米向けマルチメディア放送(以下、?ノレチメデ、イア放送)の実現に肉けた制

度盤俄iζ関する基本的か針(索)に交ぜし、 r認の意見を運変貌するので、今後の検討に反

撃たしていただくよう華議する。なお、災体的な号事j度繋綴にあたっては、当i議室還として

改めて3意見を表努したい。

記 

1. r全体喰句な方量I-J

際られた局波数に毒薬議文の事業者会主主主主義務総そ提供する務として参入でtきるように 

f受託放送・委託車交滋総皮j を採渇することは、放送級殺のま喪備に多額の3署長室重き

する:二とからも適切であると考える。 

2. r妻護憲議潟の免許(際絞計璽査の認定}に係る苦労度整暴言j 

f特定主主総局の滋養費及び言語設雲寺第j について、開設計衝の認定の日から r5年以

内j とする期間と、 t控務カバー率の蒸書室iこ、柔軟性をと持1と殺ることが適切であると

考える。

総本的)j童十(梁)が示したとおり、主総長与ブロック向け放送について、地域考察憾の

違い告と総支え、投手筈:JJパー悪夢の墓主撃に災議文字主念持たせることは適切である。 

3. r委委託放送業務の総主主に係る制度整備J

委託放送事業者の認定の比較審査において、 f新規コンテンツ J rいわゆるおマ…

シヤノレやショッピング滋綴 J r地方ブロック向けの放送については、その泌総向けの

といった特定の事番線 (t者報}の占める例会や、 f放送泌総の製作取引の議譲渡伎の

硲係撃事のための具体的な計画jに着問して優劣会決める方針が示されている。しかし、

これらの事項のほとんどは欣送事業者の「縁組編集の肉凶 JにかかわるものでRあり、

規律事強化にあたるため不適切であると考える。さらに、これらの事項が、いかなる f線

経殺の利益jのために必擦とされるのかが、現行法上の議諸島幸ど含めて判然としない。

したがって基本的方針の確定にあたゅでは、規律強化の符的やこれらを必重要とする

遼ぬなどについて十分な説明がなされるよう要望する。また、 r}J記入番組等望号少年に

有寄与な影響を与えるおそれのある番組の有無」り事項は滋燃があいまいで、完ち;意的

なi窓際が懸念されるため、特別衛星放送の比較審査書皇室襲{主主送法関係審夜道主空襲の刻

時 1-



紙 2) を参考に rtX;人向け苦害総の専守安要j と修iEナるよう要主連ずる。

言語巡視は、これ淡で池上放送 !T)ハード・ソフトうを綴斜度について?放送内容につい

て手守護士の隠与がこれ設でよ号強まるのマはないか iという危燥を表明してきた。マル

チメディア絞送の制度空襲機器と進めるにあた号、放送事業主智にそうした危銭安治かせ

ぬよう、銭安室な配慮を要望するの 

4rその他の事JliiJ 

NHK~ま;これまで、地」ニ放送や<B S放送の努及・発B還を3主導撃してきた2終案棄があり、

マルチメディア放送においても、 NHK全体の予算や人員の拡大につながらない総

額で、公共放送としての「先導的役室JJJが期待怠れるところである。向放送への参入

は、一義的には NHKが視聴者ニ…コぜなどを勘案しながら検討するものであるが、

今後の制皮整緩にあたっては NHKの護主人に綴約を課さないよう要望する。

マルチメディア放送は受然機ゼロから立 tぅ上げるメディアマあり、その佼援護付け

や社会通念などが定まっていないことに鑑み、主陸線安晃律はできるだけ緩和すること

がき護ましいと考えるの

?ノレチメディアJiJ.i去をf校体としてi設.線事長者の手Jj似性iこi滋うメディアとするため、

受信機器の後号方を含め、さ主総f向け放送と会議ブ口ツク向け金支主法令包含した、一体的y注

意普及主主策の磁[!l:~強要望する。

以上  
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図面
平成  21塁手 8月

(投〉臼浴民間放送速盤 

r~器約端末向けマルチメデ、イア放送の災害児に向けた毒Uj3芝草整備に隠する

援本約方針(議定)J Iこ対する意見

項努 	  3設 見

全体 携帯端米{却す?ルチメディア放送{以下、マルチ

メディア放送)の実現に向けた制度整僚にrnJする裟

本的方針(議室)に対し、下況の窓見をき賢明十るので、

今後の検討に反狭していただくよう重要援する。な

お、具体的な号訴IJ!変緩備にあたっては、~遼援として

改めて意見を表明したい。

1.全体的な方針	 凝られた潟波数に後数の事業考が主主送番組を提供す

る者として参入できるように f交番号放送・委託放送純
(2)善幸入の枠組み

度j 安採F脅することは、放送施絞の整備に多額の淡金

を要することからも滋f切であると考える。 

2. r無線局の免官午(開設計

障の認定}に係 Q制度整備j 

(3)関紋針滋の認定の草野まを 

f号守主主墓地局の限後及び開設時期j について、開設

計開iの認定の剣から r5年以内J とする綴関と、怯幣

カバー率の2義務に、粂軟，~主を持たせることが適切であ

ると考える。

姦ヌド的方針(案}が示したとお号、地方ブロック向

け放送告について、滋域毒事情の違いを絡求え、限.稽カパ

〕織の基準に柔軟在主主ど持たせることは滋切である。 

'
i
 



i綴院 �  家 I

3. 委託放送淡豪華の認定lこ

係る術~lî定獲備j 

(2)認定吉の審査� 

4隠その他の帯主隠

委託放送事業畿の認定の比絞審査において、噺綴!

コンテンツJrいわゆるコマーシャルやシ百ツどング

務組J r給方ブロック向けの放送については、その地

JliiZ肉けの{議事長Jといった終定の番総{後毅)の占める競

合や、「放送番総の製作取引の適JEl訟の確保等のため

のJl体的y設計言語JIこ着目してを露劣を決める方針治主主去d
れている。しかし、これらの務項のほとんどは放送事

業者の� f縁組編集の議滋j にかかわるものであり、規

予約金化にあたるため不随切であると支考える。議らiこ、
;これらの事l奨金2、いかなる� f綴悪事務の末u主主jのために必

要と浅まもるのかが、現行法ーとの論拠役会めて判然とし

ない。したがって線本的方針の綴定にあたっては、

律強化の倒的やこれらそと必要と寸る理由などについて

十分な説明会まなされるよう要皇室ずる。また、� f足立入番

総毒事青少年iこ後答な彩警警告と与えるおそれのある務総の

有罪悪j の事墳は凝?震があい決いで、支忠則選主的な運用が惑議

念おれるため、ヰ寺第Ij衛星放五去の比較孝善後滋楼(放送法

関係審公遺産準の第IJ紙� 2) を参議れこ� f成人前]け守番組の有� i

無」 と修するよう撃を皇室する。

主主連盟i土、これまで会告と放送のハード・ソツト分離

について� f放送内容について行殺の関与がこれ業

でより強まるのヤはないかjという� fs似合表現して合

た。� 'VJレチメディア放送のlIiiH!定整備会主鯵めるにあた

り、放送築業者Jこそうした危似合泡かせぬよう、告主主義

々配慮を事援する。� 

NHKはこれまで、地と放送や� BS放送の普及・喜善

渓を1f;薬事してきた炎患演があり、?ルチメ"ア放送に

おいても、� NHK全体の予算や人民の拡大につ々がら� i

えとい緩屈で、公共放送としての「光線約役割jが期待さ

れるところである。� i湾長女慾への参入i土、一義的にはN 
HKが視聴者ニーズなどを旨隣2廷しながら検討するもの

であるが、今後の#l~皮整綴にあたっては NHKの参入
に昔話約::t総会ないよ予凝議する。

?ノレチメデ、イア放送は受信機ゼロから立ちとげるメ

ディアであり、そのイ立後{寸けや干上受注汲念などがヌさまっ

ていないことに総み、務総支試作はできるだけ緩和寸る

ことが滋哀しいと完号える。

マルチメディア放送そ全体として留氏・視聴者の利

便性に適うメディアとするため、受信機擦の従り方を

含め、全[議!却す放送と地方ブロックI勾け放送会匁合し

た、 イ4主的な望号反政策(J)総立を要E還すと5，

以� 
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